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【英語】
【スペイン語】

青梅市ホームページは英語・スペイン語・中国語・韓国語・ドイツ語でも閲覧できます。２９ ６ １

監
査
委
員
に
久
保
富
弘
議
員
を
選
任

　
春
の
叙
勲
・
褒
章
の
発
表

が
あ
り
、
市
内
で
は
12
人
の

方
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
―
敬
称
略
―

※ 

年
齢
は
４
月
29
日
現
在

平
成
29
年 

春
の
叙
勲
・
褒
章

●
叙
　
　
勲

旭 

日 

双 

光 

章

須 

崎 

　 

昭
（
70
歳
）

 

地
方
自
治
功
労
・
元
青
梅
市

議
会
議
員
・
畑
中
1
丁
目

瑞 

宝 

小 

綬 

章

佐 

藤 

廣 

平
（
70
歳
）

議
院
調
査
事
務
功
労
・
元

衆
議
院
調
査
局
調
査
員
・

東
青
梅
3
丁
目

和 

田 

義 

男
（
70
歳
）

海
上
保
安
功
労
・
元
神
戸

海
上
保
安
部
長
・
河
辺
町

1
丁
目

瑞 

宝 

双 

光 

章

吉 

澤 

洋 

子
（
76
歳
）

更
生
保
護
功
労
・
現
保
護

司
・
野
上
町
2
丁
目

●
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

瑞 
宝 

双 

光 

章

鈴 

木 

和 
雄
（
71
歳
）

警
察
功
労
・
元
警
視
庁
警

部
・
勝
沼
2
丁
目

山 

田 

清 

美
（
71
歳
）

警
察
功
労
・
元
警
視
庁
警

部
・
長
淵
2
丁
目

瑞 

宝 

単 

光 

章

佐 

藤 

範 

隆
（
72
歳
）

警
察
功
労
・
元
警
視
庁
警

部
補
・
長
淵
8
丁
目

川 

田 

博 

美
（
71
歳
）

警
察
功
労
・
元
警
視
庁
警

部
補
・
河
辺
町
9
丁
目

日 

野 

原 

仁 

志
（
71
歳
）

警
察
功
労
・
元
警
視
庁
警

視
・
東
青
梅
6
丁
目

土 

屋 

昭 

雄
（
66
歳
）

消
防
功
労
・
元
東
京
消
防

庁
消
防
司
令
長
・
今
井
3

丁
目

師 

岡 

和 

平
（
66
歳
）

消
防
功
労
・
元
東
京
消
防

庁
消
防
司
令
長
・
塩
船

●
褒
　
　
章

藍 

綬 
褒 
章

齋 

藤 

廣 

子
（
75
歳
）

統
計
調
査
功
績
・
元
国
勢

調
査
員
・
本
町

　
市
監
査
委
員
、
結
城
守
夫
委

員
（
議
員
選
出
）
の
辞
任
に
伴

い
、
後
任
に
久
保
富
弘
議
員
が

市
議
会
の
同
意
を
得
て
５
月
10

日
付
け
で
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
久
保
委
員
は
、
議
員
か
ら
選

出
さ
れ
た
委
員
と
し
て
の
選
任

で
あ
り
、
山
﨑
定
利
代
表
監
査

委
員
と
と
も
に
、
市
の
財
務
に

関
す
る
事
務
の
執
行
や
経
営
に

係
る
事
業
の
管
理
を
監
査
す
る

仕
事
に
あ
た
り
ま
す
。
任
期
は

議
員
の
任
期
と
同
じ
で
す
。

問
い
合
わ
せ
　
監
査
事
務
局

議

会

人

事

が

決

ま

り

ま

し

た

　
平
成
29
年
青
梅
市
議
会
定
例

会
５
月
招
集
議
会
が
、
５
月
10

日
（
水
）
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
正
副
議
長
選
挙
が
行
わ
れ
、
選

挙
の
結
果
、
議
長
に
小
山
　
進
議

員
、
副
議
長
に
野
島
資
雄
議
員
が

選
出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
議
会

運
営
委
員
会
、
常
任
委
員
会
の

委
員
の
選
任
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
各
委
員
会
の
委
員
は
次
の
と

お
り
で
す
。
な
お
、
各
委
員
会

の
正
副
委
員
長
は
後
日
決
定
さ

れ
ま
す
。
　
　
　
―
敬
称
略
―

議
会
運
営
委
員
会

藤
野
ひ
ろ
え
、
片
谷
洋
夫
、

鴨
居
孝
泰
、
山
﨑
　
勝
、
久

保
富
弘
、
山
本
佳
昭
、
鴻
井

伸
二
、
結
城
守
夫

総
務
企
画
委
員
会

山
田
敏
夫
、
藤
野
ひ
ろ
え
、

工
藤
浩
司
、
鴨
居
孝
泰
、
小

山
　
進
、
山
内
公
美
子
、
野

島
資
雄
、
下
田
盛
俊

環
境
建
設
委
員
会

迫
田
晃
樹
、
田
中
瑞
穂
、
ひ

だ
紀
子
、
大
勢
待
利
明
、
榎

澤
　
誠
、
天
沼
　
明
、
久
保

富
弘
、
鴻
井
伸
二

福
祉
文
教
委
員
会

阿
部
悦
博
、
み
ね
ざ
き
拓

実
、
片
谷
洋
夫
、
湖
城
宣
子
、

島
﨑
　
実
、
山
﨑
　
勝
、
山

本
佳
昭
、
結
城
守
夫

予
算
決
算
委
員
会

議
長
を
除
く
全
議
員（
23
人
）

問
い
合
わ
せ
　
議
会
事
務
局

平
成
29
年
青
梅
市
議
会
定
例
会

６
月
定
例
議
会

　
平
成
29
年
青
梅
市
議
会
定
例

会
６
月
定
例
議
会
が
、
６
月
12

日
（
月
）
の
午
前
10
時
か
ら
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
初
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
内

容
は
、
議
案
審
議
、
一
般
質
問

な
ど
で
す
。
原
則
と
し
て
、
ど

な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
の

で
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
な
日
程
は
、
市
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
５
月
10

日
発
行
の
「
お
う
め
市
議
会
だ

よ
り
」
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
市
議
会
で
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
市
議
会
の
情
報
を

お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

本
会
議
の
模
様
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
を
し

て
お
り
、
パ
ソ
コ
ン
の

他
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
も
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

　
ま
た
、
本
会
議
録
お
よ
び
委

員
会
記
録
に
つ
い
て
も
会
議
録

検
索
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
ご
覧
に

な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
議
会
事
務
局
　

す
べ
て
の
事
業
者
に

個
人
情
報
保
護
法
が
適
用
さ
れ
ま
す

青
梅
市
立
総
合
病
院
運
営
委
員
会

公
募
委
員
を
募
集
し
ま
す

　
病
院
の
円
滑
な
運
営
を
図
る

た
め
、
利
用
者
代
表
委
員
と
し

て
青
梅
市
立
総
合
病
院
運
営
委

員
会
公
募
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

任 

期
　
委
嘱
の
日
〜
平
成
31
年

６
月

応 

募
資
格
　
次
の
す
べ
て
の
要

件
を
満
た
す
方

　
① 

青
梅
市
の
区
域
内
に
住
民

登
録
し
て
い
る
方

　
② 

応
募
の
時
点
に
お
い
て
満

20
歳
以
上
の
方

　
③ 

年
２
回
程
度
、
会
議
へ
の

出
席
が
可
能
な
方

　
④ 

地
方
公
務
員
法
第
16
条
各

号
に
該
当
し
な
い
方

　
⑤ 

市
の
他
の
付
属
機
関
等
の

委
員
で
な
い
方

　
⑥ 

青
梅
市
職
員
で
な
い
方

会 

議
　
平
日
の
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
の
間
に
年
２
回
程

度
開
催
予
定

応
募
人
数
　
１
人

応 

募
期
限
　
６
月
12
日（
必
着
）

応 

募
方
法
　「
青
梅
市
立
総
合

病
院
運
営
委
員
会
公
募
委

員
に
応
募
」
と
記
入
し
、

住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、

電
話
番
号
、
応
募
の
動
機

（
２
０
０
字
程
度
）
を
明
記

（
書
式
任
意
）
の
う
え
、
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
持
参
…
総
合
病
院
管
理
課

▽ 

郵
送
…
〒
１
９
８
―
０
０
４

２
青
梅
市
東
青
梅
４
―
16

―
５
青
梅
市
立
総
合
病
院

管
理
課
庶
務
係
へ

▽ 

フ
ァ
ッ
ク
ス
…
　
24
・
５
１

　
２
６
へ

▽ 

電
子
メ
ー
ル
　　div9

5
1
0
@

city.om
e.tokyo.jp

選
考
方
法
等
　
書
類
審
査

※ 

書
類
診
査
の
結
果
候
補
者
が

募
集
人
員
を
超
え
た
場
合
は

抽
選
に
よ
り
決
定
し
、
結
果

は
後
日
郵
送
で
通
知
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
　
病
院
管
理
課
庶

務
係
☎
22
・
３
１
９
１

生
産
緑
地
地
区

都
市
計
画
変
更
（
案
）
の
縦
覧

　
生
産
緑
地
地
区
の
指
定
を
受

け
た
農
地
等
で
、
農
業
の
主
た

る
従
事
者
の
死
亡
な
ど
に
よ
り

指
定
解
除
を
行
う
農
地
等
に
つ

い
て
、
都
市
計
画
変
更
（
案
）

の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦 

覧
期
間
　
６
月
15
日
（
木
）

ま
で
　
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

意 

見
書
の
提
出
　
都
市
計
画
変

更
（
案
）
に
意
見
の
あ
る
市

民
お
よ
び
利
害
関
係
者
は
、

縦
覧
期
間
内
に
市
長
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

◆ 

生
産
緑
地
地
区
…
市
街
化
区

域
内
に
お
い
て
農
地
等
を
計

画
的
か
つ
永
続
性
の
あ
る
緑

地
と
し
て
保
全
す
る
た
め
の

都
市
計
画
の
制
度
で
す
。
生

産
緑
地
の
所
有
者
は
、
生
産

緑
地
を
農
地
等
と
し
て
適
正

に
管
理
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

縦 

覧
場
所
・
提
出
先
・
問
い
合

わ
せ
　
都
市
計
画
課
（
市
役

所
５
階
）

　
青
梅
都
市
計
画
汚
物
処
理
場

を
６
月
１
日
付
け
で
都
市
計
画

決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
決
定
に

伴
う
関
係
図
書
の
縦
覧
を
行
い

汚
物
処
理
場
の

都
市
計
画
決
定
図
書
の
縦
覧

ま
す
。

縦 

覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ
　
清

掃
リ
サ
イ
ク
ル
課
（
市
役
所

３
階
）

　
市
議
会
で
は
、
６
月
定
例
議

会
の
初
日
に
議
場
で
ミ
ニ
コ
ン

サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す
。

　
今
回
は
、
市
内
在
住
の
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
大
倉
サ
ラ
さ

ん
と
チ
ェ
リ
ス
ト
の
テ
ィ
ム
・

デ
ミ
ー
さ
ん
の
二
重
奏
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

日 

時
　
６
月
12
日
（
月
）　
午

前
９
時
30
分
〜
９
時
50
分

会 

場
　
市
役
所
議
会
棟
４
階
議

場
曲 

目
　
８
つ
の
小
品
　
作
品
39

議

場

で

ミ

ニ

コ

ン

サ

ー

ト
！

（
グ
リ
エ
ー
ル
）、
パ
ッ
サ
カ

リ
ア
　
ト
短
調（
ヘ
ン
デ
ル
）

定
員
　
先
着
72
人

※ 

定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
入

場
を
お
断
り
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

入
場
無
料

受 

付
　
議
会
事
務
局
（
議
会
棟

２
階
）

※ 

議
場
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
終
了

後
の
６
月
定
例
議
会
も
引

き
続
き
傍
聴
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
議
会
事
務
局

平
成
29
年

東
京
都
暴
走
族
追
放
強
化
期
間

　
個
人
情
報
保
護
法
は
、
個
人

情
報
の
適
正
な
取
り
扱
い
に
関

す
る
基
本
理
念
や
個
人
情
報
を

取
り
扱
う
事
業
者
の
遵
守
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ル
ー
ル
等
を

定
め
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
法
律
の
改
正
に
伴
い
、

５
月
30
日
か
ら
す
べ
て
の
事
業

者
（
※
）
が
適
用
の
対
象
と
な

り
ま
し
た
の
で
法
律
に
沿
っ
た

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
を
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、
個
人
情
報

を
取
り
扱
う
際
の
主
な
注
意
点

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

① 

個
人
情
報
は
、
利
用
目
的
を

定
め
て
、
そ
の
範
囲
内
で
利

用
す
る
こ
と

② 

情
報
の
漏
え
い
等
が
生
じ
な

い
よ
う
に
安
全
に
管
理
す

る
こ
と

③ 

個
人
情
報
を
本
人
以
外
の
第

三
者
に
渡
す
と
き
は
、
原
則

と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
本
人

の
同
意
を
得
る
こ
と

④ 

本
人
か
ら
の
請
求
に
応
じ

て
、
個
人
情
報
を
開
示
、
訂

正
、
利
用
停
止
等
す
る
こ
と

⑤ 

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関

す
る
苦
情
に
は
き
ち
ん
と

対
応
す
る
こ
と

※ 

法
人
に
限
定
さ
れ
ず
、営
利
・

非
営
利
の
別
は
問
わ
れ
な
い

た
め
、
個
人
事
業
主
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
・
自
治
会
等
の
非
営
利
活

動
の
組
織
も
該
当
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
　
市
文
書
法
制
課

情
報
公
開
文
書
係
、
個
人

情
報
保
護
委
員
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
　 https://w

w
w
.

ppc.g
o.jp/ H P

　
暴
走
族
追
放
強
化
期
間
は
、

東
京
都
、
区
市
町
村
お
よ
び
関

係
機
関
・
団
体
と
緊
密
な
連
携

を
取
り
な
が
ら
、
暴
走
族
を
許

さ
な
い
環
境
づ
く
り
と
暴
走
族

に
対
す
る
総
合
的
な
対
策
を
地

域
ぐ
る
み
で
推
進
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

期 

間
　
６
月
30
日
（
金
）
ま
で

推 

進
重
点
　
暴
走
族
追
放
に
向

け
た
気
運
の
醸
成
と
環
境
づ
く

平
成
29
年

東
京
都
暴
走
族
追
放
強
化
期
間

り
▽
暴
走
族
お
よ
び
車
両
の
不

法
改
造
業
者
に
対
す
る
指
導
・

取
締
り
の
強
化
▽
暴
走
族
へ
の

加
入
阻
止
と
暴
走
族
か
ら
の
離

脱
・
立
直
り
支
援
対
策
　
ほ
か

ス 

ロ
ー
ガ
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